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町
内
に
在
住
す
る
農
業
者
、
任
意
団

体
、
法
人
な
ど

▼
補
助
額　

上
限
10
万
円

▼
締
め
切
り　

令
和
２
年
１
月
31
日（
金
）

▼
問
い
合
わ
せ
先

農
林
課　

農
業
振
興
係

☎（
62
）２
１
１
６

12
月
議
会
を

　

傍
聴
し
ま
せ
ん
か

　

議
会
の
本
会
議
は
一
般
に
公
開
さ

れ
て
お
り
、
ど
な
た
で
も
傍
聴
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。
議
場
は
町
役
場

３
階
で
す
。
傍
聴
す
る
人
は
、
傍
聴

席
入
口
に
あ
る
受
付
簿
に
住
所
・
氏

名
・
年
齢
を
記
入
し
入
場
し
て
く
だ

さ
い
。

　

な
お
、
議
事
を
妨
害
す
る
恐
れ
の

あ
る
人
は
入
場
で
き
な
い
な
ど
、
傍

聴
の
際
に
は
注
意
事
項
が
あ
り
ま
す

の
で
、
職
員
の
指
示
に
従
っ
て
く
だ

さ
い
。

▼
開
会
予
定
日　

12
月
３
日（
火
）

※
一
般
質
問
は
９
日（
月
）、
10
日

（
火
）の
予
定
で
す
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

議
会
事
務
局　

議
事
係

☎（
62
）５
６
６
６

いなわしろタウンページ まちのお知らせ

プ
レ
ミ
ア
ム
付
商
品
券
購

入
引
換
券
の
交
付
申
請
は

お
済
み
で
す
か

　

町
で
は
、
消
費
税
率
の
引
き
上
げ

に
伴
う
低
所
得
者
世
帯（
住
民
税
非

課
税
者
）へ
の
影
響
緩
和
と
、
地
域

の
消
費
の
下
支
え
を
す
る
た
め
に

「
プ
レ
ミ
ア
ム
付
商
品
券
購
入
引
換

券
」
の
申
請
受
け
付
け
を
行
っ
て
い

ま
す
。

　

申
請
期
間
は
11
月
29
日
ま
で
で
す
。

申
請
期
間
を
過
ぎ
る
と
購
入
引
換
券

を
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
の

で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
申
請
対
象
者
と
な
る
可
能

性
の
あ
る
人
に
は
、
８
月
に
案
内
と

申
請
書
を
郵
送
し
て
い
ま
す
。

▼
申
請
対
象
者

令
和
元
年
度
の
住
民
税
が
課
税
さ
れ

て
い
な
い
人

※
た
だ
し
、
課
税
さ
れ
て
い
る
人
に

生
活
の
面
倒
を
見
て
も
ら
っ
て
い
る

場
合（
住
民
税
に
お
い
て
、
ど
な
た

か
の
扶
養
と
な
っ
て
い
る
な
ど
）や

生
活
保
護
の
受
給
者
で
あ
る
場
合
な

ど
は
、
対
象
と
な
り
ま
せ
ん
。

▼
申
請
方
法

○
申
請
書
提
出
先　

保
健
福
祉
課

○
申
請
受
付
期
間

11
月
29
日（
金
）ま
で

▼
問
い
合
わ
せ
先

保
健
福
祉
課　

社
会
福
祉
係

☎（
62
）２
１
１
５

11
月
は
児
童
虐
待
防
止

推
進
月
間
で
す

「
１
８
９（
い
ち
は
や
く
）  

ち
い
さ
な
命
に 

待
っ
た
な

し
」

　

児
童
虐
待
は
、
社
会
全
体
で
解
決

す
べ
き
問
題
で
す
。「
児
童
虐
待
か

も
？
」
と
思
っ
た
ら
す
ぐ
に
お
電
話

く
だ
さ
い
。
あ
な
た
の
一
本
の
お
電

話
で
救
わ
れ
る
子
ど
も
が
い
ま
す
。

連
絡
は
匿
名
で
行
う
こ
と
も
可
能
で

す
。
連
絡
者
や
連
絡
内
容
に
関
す
る

秘
密
は
守
ら
れ
ま
す
。

▼
児
童
虐
待
と
は
？

○
身
体
的
虐
待　

殴
る
、
蹴
る
、
叩
く
、
激
し
く
揺
さ

ぶ
る
、
溺
れ
さ
せ
る
、
家
の
外
に
し

め
だ
す
な
ど

○
性
的
虐
待　

子
ど
も
へ
の
性
的
行
為
、
性
的
行
為

を
見
せ
る
な
ど

○
ネ
グ
レ
ク
ト　

食
事
を
与
え
な
い
、
ひ
ど
く
不
潔
に

す
る
、
自
動
車
の
中
に
放
置
す
る
、

重
い
病
気
に
な
っ
て
も
病
院
に
連
れ

て
行
か
な
い
な
ど

○
心
理
的
虐
待　

言
葉
に
よ
る
脅
し
、
無
視
、
き
ょ
う

だ
い
間
で
の
差
別
的
扱
い
、
子
ど
も

の
目
の
前
で
家
族
に
対
し
て
暴
力
を

ふ
る
う（
Ｄ
Ｖ
）な
ど

　

虐
待
を
受
け
た
と
思
わ
れ
る
子
ど

も
が
い
た
ら
、
ご
自
身
が
出
産
や
子

育
て
に
悩
ん
だ
ら
、
子
育
て
に
悩
む

親
が
い
た
ら
、
児
童
相
談
所
や
町
保

健
福
祉
課
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

▼
相
談
・
連
絡
先

児
童
相
談
所
全
国
共
通
三
桁
ダ
イ
ヤ

ル　

１
８
９（
い
ち
は
や
く
）

保
健
福
祉
課　

社
会
福
祉
係

☎（
62
）２
１
１
５

※
猪
苗
代
町
役
場
に
お
け
る
虐
待
相

談
・
連
絡
の
窓
口
は
、児
童
・
高
齢
者
・

障
が
い
者
と
も
に
保
健
福
祉
課
で
す
。

６
次
化
推
進
事
業
補
助

金
の
お
知
ら
せ

　

町
産
農
畜
産
物
を
利
用
し
た
６
次

産
業
化
に
取
り
組
む
農
業
者
や
団
体

を
応
援
し
ま
す
。

▼
補
助
内
容　

６
次
化
産
品
開
発
に
か
か
る
経
費
、

既
存
商
品
の
販
路
拡
大
や
さ
ら
な
る

高
付
加
価
値
化
に
経
費
の
一
部
を
補

助▼
対
象
者　

福
　
祉

議
　
会

補
助
金

助成対象者の区分 １回目 ２回目
接種費用 助成限度額 自己負担額 接種費用 助成限度額 自己負担額

一

般

１歳以上の幼児、小学生
13 歳未満の中学生

2,486 円 病院単価と
町助成の差額

病院単価
による 2,486 円 病院単価と

町助成の差額

13 歳以上の中学生
高校生等※
妊　婦

生活保護受給世帯のうち、
１歳～高校生等と妊婦 全額 0円 １歳～13歳未満（１回目接種時）の場合

２回目接種も全額助成

高

齢

者

○ 65 歳以上
○ 60歳以上 65 歳未満の心臓・腎臓・
　呼吸機能障害またはヒト免疫不全
　症による身体障害者１級の人

4,972 円 2,486 円
2,486 円

※医療機関に
より異なる場
合があります

生活保護受給者 4,972 円 4,972 円 0 円
施設入居者 3,421 円 1,711 円 1,710 円
生活保護者で施設入居者 3,421 円 3,421 円 0 円

病
院
単
価
に
よ
る

インフルエンザ予防接種助成について

対象者 町内に住んでいる人（住民登録をしている人）で助成区分に該当する人
実施期間 令和元年 11 月１日から令和２年１月 31 日まで

接種回数
13 歳未満…２回（１回目接種時年齢）
13 歳以上…１回（※医師の判断により２回接種になることがあります。
ただし、助成の対象になるのは１回のみです）

接種に必要なもの
①住所・氏名・年齢を確認できるもの（免許証や健康保険証、母子健康
手帳など）②自己負担金　③インフルエンザワクチン助成事業対象者証
明書（※生活保護受給者）

◆町インフルエンザ予防接種助成の概要

保健福祉課　健康づくり係　☎（62）2115

◆助成対象者と助成限度額

※「高校生等」とは「18 歳の誕生日以後、最初の３月 31 日を迎えるまでの人」とします。

◆町内で助成が受けられる医療機関

医療機関名 電話番号
浅見クリニック 63-2200
小川医院 62-2132

かねこ内科外科クリニック 72-0660
町立猪苗代病院（高齢者のみ） 62-2350

矢吹医院 62-2169
マリアクリニック 66-2700

　上記の助成対象者に該当する人で、接種料金を実費
で支払った人は、接種料金の全額または一部が戻りま
す。下記の書類を持参の上、町役場保健福祉課窓口で
手続きをしてください。
○持参書類　 
　領収書・接種済証・銀行またはＪＡの通帳・印鑑
　（生活保護者は「インフルエンザワクチン接種助成
　事業対象者証明書」が必要になります）

◆実費で支払った接種料金について

◆接種にあたっての注意事項
①ワクチンを準備する都合上、事前に医療機関などに
電話で確認してください。
②当日の体調や持病により、予防接種を受けられない
場合があります。医師の判断に従ってください。

◆町外医療機関・施設で接種を受ける場合
①高齢者の区分に該当する人は、県広域予防接種を実
施している医療機関・施設であれば自己負担額だけで
接種ができます。
② 1歳から 18 歳までの子どもと妊婦で、町外の医療
機関での接種を希望する人は、償還払い（※）になります。

　11 月から、町内の医療機関で
インフルエンザの予防接種が始ま
りました。
　インフルエンザの予防と、か
かってしまった時の重症化を防ぐ
ためにワクチンの接種が効果的で
す。助成対象者は、以下の概要を
よく読んでから医療機関でワクチ
ンの接種を受けましょう。

※町内の介護老人福祉施設（いなわしろホーム、咲楽の里）、
介護老人保健施設（ケアテル猪苗代、 多生苑猪苗代）で接種でき
る人は、施設入所者に限ります。

※「償還払い」とは、一時的に医療機関窓口で料金を支払い、
後で町に申請することで助成額を戻す方法のことです。

【問い合わせ先】

案
　
内
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企
画
財
務
課　

企
画
調
整
係

☎（
62
）２
１
１
２

千
葉
県
八
街
市
へ

見
舞
金
を
送
り
ま
し
た

　

町
で
は
、
こ
の
た
び
の
台
風
15
号

で
被
災
し
た
千
葉
県
八
街
市
へ
見
舞

金（
30
万
円
）と
見
舞
状
を
10
月
４

日
に
送
り
ま
し
た
。

　

東
日
本
大
震
災
の
際
に
、
被
災
地

支
援
八
街
市
民
の
会
よ
り
、
学
校
給

食
食
材
と
し
て
八
街
特
産
農
産
物
を

平
成
23
年
５
月
か
ら
平
成
27
年
７
月

ま
で
に
計
14
回
の
提
供
を
い
た
だ
い

た
経
緯
が
あ
り
、
こ
の
た
び
お
見
舞

細
に
つ
い
て
は
、
次
ま
で
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

県
児
童
家
庭
課

☎
０
２
４（
５
２
１
）７
１
７
６

保
健
福
祉
課 

社
会
福
祉
係

☎（
62
）２
１
１
５

水
環
境
保
全
の
イ
ベ
ン
ト

11
月
22
日
に
開
催
し
ま
す

　

町
で
は
、
幅
広
い
世
代
の
水
環
境

保
全
に
か
か
る
情
報
の
共
有
や
、
水

環
境
保
全
活
動
の
推
進
を
図
る
こ
と

を
目
的
に
、「
猪
苗
代
湖
・
裏
磐
梯

湖
沼
水
環
境
保
全
フ
ォ
ー
ラ
ム
＆
猪

苗
代
湖
子
ど
も
交
流
会
２
０
１
９
」

を
開
催
し
ま
す
。

　

当
日
は
、
第
17
回
猪
苗
代
湖
・
裏

磐
梯
湖
沼
フ
ォ
ト
コ
ン
テ
ス
ト
作
品

展
示
や
、
流
域
小
学
校
の
児
童
に
よ

る
水
環
境
保
全
活
動
の
発
表
が
行
わ

れ
ま
す
。
ど
な
た
で
も
入
場
無
料
で

ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。

▼
日
時　

11
月
22
日（
金
）　

午
後
１
時
か
ら
午
後
３
時
半
ま
で

▼
場
所　

学
び
い
な　

大
研
修
室

▼
そ
の
他　

入
場
無
料

　

11
月
15
日（
金
）ま
で
に
お
申
込
く

だ
さ
い

▼
問
い
合
わ
せ
先

いなわしろタウンページ まちのお知らせ

行
政
相
談
委
員
に

相
談
し
て
み
ま
せ
ん
か

　

行
政
相
談
委
員
が
役
所（
国
、
県
、

市
町
村
）
や
特
殊
法
人（
Ｎ
Ｔ
Ｔ
、

Ｊ
Ｒ
な
ど
）の
仕
事
に
つ
い
て
の
相
談

に
応
じ
、
そ
の
解
決
の
お
手
伝
い
を

し
ま
す
。

　

定
例
相
談
会
は
毎
月
１
回
、
第
３

水
曜
日
に
開
催
し
て
い
ま
す
。
お
気

軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

▼
開
催
日
時

11
月
20
日（
水
）、
12
月
18
日（
水
）

午
後
１
時
か
ら
午
後
３
時
ま
で

▼
場
所　

町
役
場
３
階　

日
本
間

▼
そ
の
他　

相
談
無
料
・
秘
密
厳
守

▼
問
い
合
わ
せ
先

総
務
課　

秘
書
広
報
係

☎（
62
）２
１
１
１

悩
み
事
お
聞
き
し
ま
す

「
第
71
回
人
権
週
間
」

　

12
月
10
日
は
「
人
権
デ
ー
」（
世

界
人
権
宣
言
採
択
日
）で
す
。
こ
れ

を
記
念
し
て
法
務
省
お
よ
び
人
権
擁

護
委
員
連
合
会
で
は
、
12
月
４
日
か

ら
10
日
ま
で
を
「
第
71
回
人
権
週
間
」

と
し
、
こ
の
１
週
間
を
中
心
に
積
極

的
な
啓
発
活
動
が
各
地
で
行
わ
れ
ま

す
。

　

町
で
も
、
次
の
日
程
で
人
権
擁
護

委
員
・
行
政
相
談
委
員
の
合
同
相
談

会
を
開
催
し
ま
す
。
差
別
、
い
じ
め
、

嫌
が
ら
せ
な
ど
、
人
権
問
題
で
お
困

り
の
人
は
一
人
で
悩
ま
ず
相
談
し
て

く
だ
さ
い
。

▼
開
催
日
時　

12
月
６
日（
金
）

午
前
10
時
か
ら
午
後
３
時

▼
場
所　

町
役
場
３
階　

第
４
委
員

会
室

▼
そ
の
他　

相
談
無
料
・
秘
密
厳
守

▼
問
い
合
わ
せ
先

総
務
課　

秘
書
広
報
係

☎（
62
）２
１
１
１

特
別
児
童
扶
養
手
当

〜
障
が
い
の
あ
る
お
子
さ

ん
の
た
め
に
〜

　

こ
の
手
当
は
、
身
体
・
精
神
に
中

度
ま
た
は
重
度
の
障
が
い
が
あ
る
20

歳
未
満
の
児
童
を
監
護
・
養
育
し
て

い
る
人
に
支
給
さ
れ
ま
す
。

※
次
の
よ
う
な
場
合
は
、
手
当
は
支

給
さ
れ
ま
せ
ん
。

①
手
当
を
受
け
よ
う
と
す
る
人
、
対

象
児
童
が
日
本
に
住
所
を
有
し
な
い

場
合

②
児
童
が
障
害
児
入
所
施
設
な
ど
の

施
設
に
入
所
し
て
い
る
場
合

③
児
童
が
障
が
い
を
理
由
と
し
て
厚

生
年
金
な
ど
の
公
的
年
金
を
受
け
る

こ
と
が
で
き
る
場
合

▼
手
当
を
受
け
る
手
続
き

　

次
の
書
類
を
添
え
て
保
健
福
祉
課

窓
口
で
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

①
認
定
請
求
書（
保
健
福
祉
課
に
用

意
し
て
あ
り
ま
す
）

②
請
求
者
と
対
象
児
童
の
戸
籍
謄
本

ま
た
は
抄
本
お
よ
び
世
帯
全
員
の
住

民
票

②
所
定
の
診
断
書
（
療
育
手
帳
「
Ａ
」

お
よ
び
身
体
障
害
者
手
帳
「
１
・　

２
・
３
級
」
の
場
合
は
そ
の
写
し
に
よ

り
診
断
書
を
省
略
で
き
る
場
合
が
あ

り
ま
す
）

④
通
帳
の
写
し

⑤
そ
の
他
必
要
な
書
類

▼
手
当
の
支
払
い

　

提
出
さ
れ
た
書
類
を
審
査
し
、
県

知
事
が
認
定
し
ま
す
。
認
定
さ
れ
る

と
請
求
し
た
月
の
翌
月
か
ら
、
年
３

回
、
４
ケ
月
分
の
手
当
が
支
給
さ
れ

ま
す
。

▼
手
当
の
月
額

１
級
：
５
２
，
２
０
０
円

２
級
：
３
４
，
７
７
０
円

▼
支
給
制
限

　

受
給
資
格
者
本
人
お
よ
び
そ
の
扶

養
義
務
者
な
ど
の
所
得
が
限
度
額
以

上
あ
る
場
合
、
そ
の
年
度
（
８
月
か

ら
翌
年
７
月
）の
手
当
は
支
給
停
止

と
な
り
ま
す
。

▼
そ
の
他

　

障
が
い
の
種
類
や
程
度
、
所
得
制

限
限
度
額
な
ど
手
続
き
に
関
す
る
詳

お
知
ら
せ

相
　
談

手
　
当

　家庭のホームタンクや事業所のタンクから、灯油
などが河川等に流出する事故が例年この時期に多く
発生しています。
　特に冬期期間の灯油の詰め替え時に多く発生して
おり、気を付けていれば防げたものがほとんどです。
油流出事故は、水源や農業、漁業への被害や環境汚
染につながるほか、措置等に伴う費用負担が生じま
す。
　灯油などの油類を扱う際は、事故を起こさないよ
う十分注意してください。

◎事故を起こさないための心掛け
①給油現場を離れない！
ホームタンクなどから灯油を小分けしている時は、
絶対にその場を離れないようにしましょう。
②給油後の弁の閉め忘れに注意する！
給油後は、バルブやコックなどを完全に閉めたこと
を確認しましょう。

③屋根からの落雪や除雪時に注意する！
屋根からの落雪や除雪作業時に、ホームタンクや配
管が破損しないよう注意しましょう。
④点検を行う！
ホームタンクや配管に破損や老朽化による亀裂、漏
洩、油臭などがないか定期的に点検を行いましょう。

◎万が一、油を流出させてしまったら ･･･
◎油の流出を発見したら ･･･
①油を回収する！
すぐに布や新聞紙などで回収しましょう。
流出してしまった油の回収には、オイルフェンスや
マットなどを使用するため、回収に要した費用は、
原因者が負担することになります。
②連絡する！
会津地方振興局　県民環境部環境課　☎（29）3912
猪苗代消防署　☎（62）4433
町民生活課　環境係　☎（62）2114

油流出事故を防止しましょう

い
を
申
し
上
げ
ま
し
た
。

本
宮
市
に
職
員
を
派
遣

　

こ
の
た
び
の
台
風
19
号
に
よ
り
一

級
河
川
阿
武
隈
川
の
決
壊
や
氾
濫
に

よ
り
住
宅
な
ど
に
甚
大
な
被
害
が
生

じ
た
市
町
村
か
ら
、
県
を
通
じ
て
応

援
の
依
頼
が
あ
り
ま
し
た
。

　

町
で
は
、
応
援
依
頼
の
あ
っ
た
本

宮
市
に
対
し
て
、
避
難
生
活
を
余
儀

な
く
さ
れ
て
い
る
被
災
者
の
皆
さ
ん

に
対
す
る
長
期
的
な
ケ
ア
や
被
災
地

域
の
個
別
訪
問
な
ど
に
よ
る
健
康
相

談
を
支
援
す
る
た
め
、
10
月
23
日
か

ら
11
月
８
日
ま
で
、
町
保
健
師
を
派

遣
し
ま
し
た
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

総
務
課　

行
政
管
理
係

☎（
62
）２
１
１
１

催
　
し

善意をありがとうございます

小林栄顕彰会
　小林栄顕彰会の新城猪之吉理事長らは
10 月 18 日、町役場を訪れ、町教育委員
会に小林栄の功績を紹介する冊子を寄贈
しました。冊子は、町内の小学校４年生
118 人と小中学校の教員 127 人に配布さ
れます。新城理事長は「地域の偉人につい
て学んでほしい」と話しました。

宇南山忠明教育長に冊子を手渡す新城理事長（右）
ら


